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個人向け緊急小口資金の特例貸付のオンラインによる 

申請受付の試行運用について 
 

 

現在、緊急小口資金の特例貸付の申請手続きに関して、より迅速な事務処理が可能

となるよう、オンラインによる申請システムの開発を進めており、開発の一環として、

一部の県社会福祉協議会において、オンライン申請受付の試行運用を行うこととした

ので、お知らせします。 

 

 

※１ 試行運用期間は、７月３日（金）から７月２０日（月）までの間を予定。 

秋田県、和歌山県、鳥取県、香川県、宮崎県の県社会福祉協議会において行いま

す。 

 

※２ 今回の試行運用によって、システムの改善点や受付機関である都道府県社会福

祉協議会の事務処理フローにおける課題等の洗い出しを行い、システム開発にさ

らなる検討を加えていくこととしています。 
 
※３ オンライン申請の試行運用の web アドレスは、５県の社会福祉協議会のホーム

ページのほか、以下のホームページにも掲載いたします。 

  （厚生労働省生活支援特設ホームページ） 

https://corona-support.mhlw.go.jp 

 

※４ 試行運用対象の５県においては引き続き郵送等による申請も可能です。また、

オンライン申請での受付は緊急小口資金の特例貸付のみであり、総合支援資金貸

付については、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にご相談ください。 
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